
その他事項に関する質問

頁 第● ● （●） ｶﾅ (ｶﾅ) 英小

1 予定価格の公表

実施方針P21の「第8 その他特定事業の実施
に関し必要な事項」の「1 議会の議決」に、
債務負担行為の決議が３月とあります。予定
価格の公表が入札公告時（４月）では、提案
提出まで約２ヶ月しかありません。民間事業
者が資金調達を行うにあたり、金融機関と交
渉する期間としては不十分であると思いま
す。予定価格の公表時期を早期にご対応いた
だきたいのですが、いかがでしょうか？

入札公告時に示します。なお、特定事業の選
定を公表する際に、現在価値換算後のＰＳＣ
とＰＦＩ事業のＬＣＣを公表しますので、そ
れを参考にしてください。

2
１グループのみが参加した
場合の方針

１チームだけが参加した場合、入札手続きは
引き続き実施されるのでしょうか？

実施方針に関する質問No.55の回答を参照し
てください。
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